
平成２９年度石狩市国民健康保険　医療費適正化及び保健事業実施計画

◆医療費適正化対策
名称 対象者 目的 内容 28年度予算額 29年度予算額

医療費通知 被保険者（世帯）

被保険者へ医療費通知を行うこと
により、健康意識や医療費に対す
る認識を深めるための啓発を行
う。

北海道国民健康保険団体連合会（以下「国保連」と
いう。）に委託し、医療費通知を年６回作成し、被保
険者へ送付する。

3,312千円 2,896千円

ジェネリック医薬品
希望シール購入

被保険者（世帯） ジェネリック医薬品の普及促進
「保険証」や「お薬手帳」に貼り付けできる、ジェネリッ
ク医薬品希望シールを、９月保険証更新時及び新規
加入時に配布する。

389千円 389千円

ジェネリック差額通
知

対象被保険者 ジェネリック医薬品の普及促進

ジェネリック医薬品に切り替えた場合に、自己負担の
差額が200円以上の被保険者を対象として、ジェネ
リック医薬品を使用した場合の自己負担額の軽減可
能額を通知する。（年５回）

2,915千円 2,991千円

レセプト点検業務 医療機関
レセプト点検を実施し医療費の適
正化に努める。

医療機関から提出された診療報酬明細書の内容に
誤り等がないか点検を行い、必要に応じて国保連を
通じて過誤調整、返戻し医療費請求の適正化を図
る。

9,968千円 9,925千円

療養費支給点検業
務

柔道整復施術院及
び対象被保険者

療養費支給申請書の点検・調査を
行うともに、被保険者への啓発を
行う。

柔道整復療養費の療養費支給申請書の点検・調査
を行うとともに、被保険者への照会を行い、柔道整復
施術療養費の対象となる負傷等について周知する。

1,998千円 1,944千円

交通事故にかかる
損害賠償請求事務

対象被保険者
交通事故等の第三者行為にかか
る保険給付費の求償を行い、医療
費の適正化に努める。

被保険者や損害保険会社から提出される傷病届や
レセプト点検により、第三者行為により生じたと思わ
れるレセプトを抽出し、交通事故等の第三者行為に
かかる保険給付費の求償事務を、行政書士法人へ
委託して実施する。

871千円 870千円

その他 被保険者（世帯）
被保険者に医療費適正化の啓蒙
を行い、医療費適正化に努める。

保険証更新時や国保だより（年２回程度）等により、
医療費適正化の啓蒙冊子等を送付し、被保険者の
医療費適正化への理解を深める。

4,425千円 3,351千円

23,878千円 22,366千円合計
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◆特定健康診査
名称 対象者 目的 内容 28年度予算額 29年度予算額

特定健康診査等事
業

40歳以上の被保険
者

特定健康診査を実施し、被保険者
の健康保持増進に努める。

40歳以上の被保険者を対象に、特定健康診査受診
券を交付し、集団検診・個別健診にて特定健康診査
を実施する。

特定健診情報提供
事業

かかりつけ医のあ
る特定健診対象者

通院中で、特定健診を受診しない
被保険者の健康保持増進に努め
る。

かかりつけ医から、特定健診必須項目のデータ提供
を受け、特定保健指導など被保険者の健康管理に
努める。

27,234千円 26,097千円

◆特定保健指導
名称 対象者 目的 内容 28年度予算額 29年度予算額

特定保健指導事業
特定保健指導対象
者

特定保健指導対象者へ保健指導
を実施し、生活習慣等の改善につ
なげていく。

情報提供、動機づけ支援、積極的支援の特定保健
指導を実施するとともに、健康増進室を利用した国
保ヘルスアップ事業を実施する。

2,778千円 2,288千円

2,778千円 2,288千円

◆疾病予防
名称 対象者 目的 内容 28年度予算額 29年度予算額

40歳重点勧奨事業 40歳の被保険者 特定健診受診率の向上に努める。

新たに特定健診の受診対象となる40歳の被保険者
を対象に、特定健診・各種がん検診などの健診を
コーディネートすることで受診を促進し、健康管理の
ため毎年受診する習慣作りに努める。

98千円 29千円

ドック事業
41歳以上の被保険
者

人間ドック・脳ドックを実施し、被保
険者の健康増進に努める。

人間ドック（200名）・脳ドック（700名）を実施し、被保
険者の健康維持・増進に努める。
脳ドックに特定健診項目を加え、特定健診の受診率
向上に努める。

13,847千円 13,903千円

データヘルス推進
事業

対象被保険者

健診・レセプトデータに基づき、効
果的・効率的な保健事業を実施
し、被保険者の健康増進に努め
る。

被保険者の健康保持増進を図るため、｢データヘル
ス計画｣に基づき、生活習慣病予防・重症化予防な
ど、被保険者の特徴や健康課題を踏まえた効果的
かつ効率的な保健事業を実施する。

12,085千円 10,207千円

その他 被保険者 14,875千円 14,879千円

40,905千円 39,018千円

合計

合計

合計

27,234千円 26,097千円


